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次 第 

 １ 開 会 

 ２ 議 題 

 （１）令和３年度賃金実態調査結果報告について 

（２）その他 

 

資 料 

 １ 賃金実態調査結果報告の訂正について 

 



資 料 

 

賃金実態調査結果報告の訂正について 

 

第２回秋田地方最低賃金審議会（令和３年７月 26日）に提出しました資料３

「令和３年度賃金実態調査結果報告」について、集計誤りがあったことが判明し

たため、再集計した結果を改めて提出いたします。 

秋田地方最低賃金審議会の審議資料である本調査結果について、訂正するこ

ととなりましたことを深くお詫びいたします。 

 

記 

 

１ 訂正内容 

主な訂正内容は下記のとおりですが、最低賃金に関する基礎調査結果表の参

考指標（月平均賃金額、月一人当たり労働時間数）の訂正です。賃金分布（主要

指数：未満率・影響率）の訂正はありません。 

詳細は別添資料をご参照ください。 

 

・総括表（１） 合計（規模別・年齢別） 

  誤 正 

月平均賃金額 

 
168,270円 174,033円 

月一人当たり 

労働時間数 
140時間  145時間 

 

・総括表（２） 合計（性別・年齢別） 

    誤 正 

（男性計） 

月平均賃金額 
207,734円 215,290円 

（男性計） 

月一人当たり労働時間数 
155時間 161時間 

（女性計） 

月平均賃金額 
136,112円 140,413円 

（女性計） 

月一人当たり労働時間数 
128時間 132時間 

 



２．誤りの原因 

今年度、新たに厚生労働省から労働局へ集計ソフトの「アクセス」の提供があ

りましたが、アクセスの集計機能にバグ等（プログラムの不具合）が判明し、そ

の対処法として労働局へ修正プログラムが配付され、対処法の指示がされまし

た。しかし、指示内容が明確さに欠けていた影響で、対処法を実施していたもの

の、実施のタイミングが異なっていたため、調査結果に反映されず、誤りが生じ

たものです。 

 

３．再発防止策 

（１）厚生労働省において、集計ソフトを改修してバグを取り除くとともに、全

体的に労働局の作業手順がよりシンプルなものとなるよう、集計ソフト全体

にわたる改修を令和４年調査までに行います。 

（２）本省メール等の指示については、指示内容が確実に実施されるよう、事務

局内で牽制体制を強化します。 

また、複数職員での集計結果の検証を徹底するとともに、過年度の結果表と

見比べ異常値等がないか確認し、再発防止に努めます。 






















































